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 商工会だより 

 はまなか     

商工会ホームページ http://shoko.hamanaka-net.jp/ 

商工会 Facebook   https://www.facebook.com/HamanakaShoko 

商工会 Twitter    https://twitter.com/Hamanaka_Shoko 

■商工会員数１８９名（個人８３名・法人８０名・定款 1６名・賛助１０名） 

 令和２年１０月３１日現在  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３１５号 

令和２年 １１月 １０日 

発  行/浜中町商工会 

TEL 62-2144 

FAX 62-2494 

 

新型コロナウイルス対策関連各種支援金申請サポートについて 
  

浜中町の「新型コロナウイルス感染症対策事業継続補助金」［申請締切：令和３年３月

３１日（水）］、国の「持続化給付金」［申請締切：令和３年１月１５日（金）］、北海道の

「経営持続化臨時特別支援金（支援金Ｂ）」［申請締切：令和３年１月３１日（日）］につ

いて、引き続き当会で申請サポートを行っております。該当でまだ申請されていない事

業者におかれましては、お早めに当会までお問い合わせください。 

 また、販路開拓等を支援する小規模事業者持続化補助金の申請サポートも引き続き行

っております。こちらも興味のある方はお早めにお問い合わせください。 

 

 次回締切 一般型：令和３年２月５日（金） コロナ型：令和２年１２月１０日（木） 

 ※コロナ型は次回が最終締切となります。 

国の持続化給付金の受給事業者を対象とした NHK 放送受信料の免除について 

 

NHK では、持続化給付金の給付決定を受けた事業者の負担を軽減するための緊急的な

措置として、受信料の免除措置を実施しております。原則、免除申請をした月とその翌

月の 2 か月間分が対象です。ただし、事業所等住居以外の場所に設置された受信機が対

象であり、自宅（住居）に設置された受信機は免除の対象になりません。 

詳細は下記 Web ページをご確認いただくか、下記窓口にお問い合わせください。 

（申請締切：令和３年３月３１日（水）） 

詳細：https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jigyousyo_tasuu.html 

NHK 北海道東営業センター 0155-23-3114（受付：平日 10：00～17：00） 

「守ってね！最低賃金。」 北海道最低賃金 

北海道内の事業場で働くすべての労働者（臨時、パートタイマー、アルバイト等を

含む。）及びその使用者に適用される北海道最低賃金は次のとおりです。 

 

引き続き 時間額  ８６１円 
（効力発生年月日 令和元年１０月３日） 

 
 

  

 

http://shoko.hamanaka-net.jp/
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jigyousyo_tasuu.html
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─令和３年度 浜中町商工機器等購入資金貸付制度需要調査開始─ 

 

当会では令和３年度の商工機器等購入資金貸付制度の需要調査を開始します。貸付金

は無利子のため、企業の経営の近代化や合理化などに役立っております。 

新年度の設備投資をご計画中の皆様は、本制度のご利用をご検討下さいますようご案

内申し上げます。借受け希望者は下記にご留意の上、商工会までご連絡願います。 

（令和２年度より保証人のルールが大きく変わっております。ご注意ください。） 

○貸付対象 

 資金の貸付は町内に住所を有する商工業者またはそれらの組織する団体で、町長が適

当と認めた方を対象とします。 

 資金の対象となる機器等は下記の通りです。 

(1)機械器具及び装置  (2)その他町長が適当と認めたもの 

○貸付限度額 

 資金の限度額は、貸付対象物ごとに町長が別に決定します。（詳細は別紙参照） 

○貸付損料 貸付料（利息）は無料です。 

○連帯保証人について 

 令和２年４月に民法が改正され、融資の保証人になる場合には原則、その保証人が公

証人役場にて、保証意思確認の手続を行い、保証意思宣明公正証書の取得が必要となり

ました。 

※機器等については、事前に購入した場合は対象となりません。 

※機器等の設置は貸付審査委員会の承認後となります。 

※借受希望者は、１１月２４日（火）まで、機器名、数量、おおよその価格を 

別紙『要望事前調査用申込書（FAX 可）』にて、（現段階での見積書は必要ありません） 

商工会へご連絡願います。                     

令和２年分所得税・消費税確定申告について（予告） 

 

標記の件につきまして、令和３年２月１日（月）より、税務決算指導に係る面談を開

始します。税務指導を申し込まれている事業所におかれましては、申告に向けて早めの

準備をよろしくお願いします。 

また、記帳機械化日記帳を使用されている事業所におかれましては、記帳終了した月

まででも結構ですので、日記帳を早めに商工会までご持参いただくよう、お願いします。

遅れますと決算指導事務作業に影響が出る可能性があるため、ご協力をお願いします。 

なお、今年は新型コロナウイルス対策で各種支援金が支給されている事業者が多いか

と存じますが、国の「持続化給付金」、「家賃支援給付金」、「雇用調整助成金」、北海道の

「休業協力・感染リスク低減支援金」、「経営持続化臨時特別支援金Ａ／Ｂ」、浜中町の「新

型コロナウイルス感染症対策事業継続補助金」などは、すべて所得税・法人税の課税対

象となります（消費税は不課税）。 

また、令和３年１０月１日から消費税インボイス制度の登録申請書の受付が始まりま

す。詳しくは下記国税庁 Web ページが別紙チラシをご確認ください。 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoic

e.htm（国税庁ホームページ・インボイス制度） 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
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商店街活性化・観光消費創出事業について 
経済産業省からの採択を受けて、現在実施しています『観光資源を核とした浜中ブランドの構

築と商店街活性化事業』の事業状況について報告をいたします。 

◇交付申請額：・総 事 業 費：７,１３２,００５円 

・補助交付申請額：４,９６２,２３６円 

       （☆町補助要請 2,000,000 円、商工会負担 169,769 円） 

◇事業実施期間：令和２年１０月２２日～令和３年３月３１日    

◇事業内容： 

＜専門家派遣事業＞ 

〇専門家氏名/酒本 宏 氏(㈱グローカルデザイン) 〇専門分野/商店街活性化分野 

 〇派遣依頼回数/５回予定  

○派遣取組内容/下記消費創出事業への助言、指導及び今後の商店街の活性化に向けたあり方

について検証を依頼 

 ※10 月には、2 回の専門家の派遣を受け、事業に対して的確なアドバイスを受けており、11

月以降は消費創出事業へのアドバイス・監修を行っていただきます。 

＜消費創出事業＞ 

①拠点施設の情報機能の強化と情報発信 ・・・【実施期間】11 月中旬～3 月末  

  〇観光情報インフォメーションシステムの構築 

・霧多布湿原センター・霧多布温泉ゆうゆ・浜中町総合文化センターの 3 施設に浜中町の

観光商材（飲食、宿泊、体験メニュー）や物産品の店舗等を紹介する、観光情報インフォ

メーションシステムの構築し、各施設内にモニターを設置し、動画による一部多言語で

の紹介を行う。 

②多言語パンフレットの整備      ・・・【実施期間】11 月中旬～3 月末 

  〇4 カ国語(英語、フランス語、中国語、韓国語で各 3,000 部) 

  ・町内を紹介するパンフレットを多言語（英語、フランス語、中国語、韓国語の 4 カ国語

を各 3,000 部）で作成する。パンフレットには QR コードを配置し、スマートフォン等

から手軽に情報を見ることが出来るようにする。 

                

今後実施状況は、会報の中で報告してまいります。 

はまなか地域応援券の「使用期限」と「換金期限」のお知らせ 

浜中町で実施している、はまなか地域応援券は当会にて換金の受付を行っております。

はまなか地域応援券の「使用期限」と「換金期限」は下記の通りとなっております。 

使用期限：令和３年１月１１日（月）まで 
換金期限：令和３年１月２５日（月）まで 

※「換金期限」を過ぎますと換金の対応ができませんのでご注意ください。 

◇本制度に関するお問い合わせ 浜中町商工観光課商工労働係 TEL：0153-62-2147 

◇商品券換金に関するお問い合わせ      浜中町商工会 TEL：0153-62-2144 

ルパン三世 AR ラリーの実施結果について 
 令和 2 年９月１日～１０月３１日に町内で実施されたルパン三世 AR ラリーの実施結果は、以

下の通りとなりました。 

延べアクセス数 ２,１５４回（AR スポット 10 カ所） 

モンキー・パンチコレクションパートⅡの来場者数について 
 令和 2 年６月１３日～１０月 31 日まで開館していた、モンキー・パンチコレクションパート

Ⅱの来場者数ですが、以下の通りとなりました。 

来場者数 １,０２０名（男性５９９名 女性４２０名 不明１名） 
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令和２年１０月分受付迄 （敬称略） 

 

【加入】よろしくお願いします。 

１．浜中桜新聞店［浜中］ 

  代 表 八戸 浩二 

 

【変更】よろしくお願いします。 

１．浜中町ルパン三世カード会［霧多布］ 

  代 表（会 長）原田 秀一 → 鎌沢 修 

２．公益社団法人釧路地方法人会浜中支部［霧多布］ 

  代 表（支部長）赤石 勉  → 松村 嗣弥 

３．三建設備工業（株）釧路営業所［釧路市］ 

   代 表（所 長）山岸 裕恭 → 瀬川 敦司 

セミナー・個別相談会の開催について 
 「将来を見据えた経営のあり方を考える～後継者へのバトンタッチに必要な備え～」 

 

当会では、未来の経営を考えるためのセミナー・個別相談会を開催します。 

詳細は別紙チラシに記載されておりますので、参加ご希望の方はチラシ下部に必要事

項を記載し、当会までお申し込みください。 

 

日 時 セミナー  １１月２６日（木） １８：３０～２０：００ 

    個別相談会 １１月２７日（金）  ９：００～１２：００ 

場 所 浜中町商工会館 2 階会議室 

講 師 中小企業診断士・社会保険労務士 石坂 育仁 氏（White Arrow 代表） 

  （コンサルティングチーム White Arrow https://www.white-arrow.net/） 

参加料 無料 

定 員 セミナーは 20 名まで、個別相談会は３社まで（先着順となります） 

 

※ご参加の際には必ずマスクの着用をお願いいたします。 

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては中止・延期の可能性もございます。 

ポリテクセンター北海道のＩＴ活用力セミナー開催について 
 

ポリテクセンター北海道では、進化した IT を学ぶことにより、企業の業務の生産性向

上やビジネスチャンスの創出・拡大に結びつけることができる IT セミナーを在職者の皆

様を対象に実施しています。 

釧路市内にて各種セミナーを行っておりますので、興味のある事業者におかれまして

は、下記 Web ページを参照の上、お申し込みください。（受講料がかかります） 

 

主催：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 北海道支部 

北海道職業能力開発促進センター（ポリテクセンター北海道） 

問い合わせ先：生産性向上人材育成支援センター 生産性センター業務課 

       TEL：011-640-8828 FAX：011-640-8958 

詳細：https://www3.jeed.or.jp/kushiro/poly/biz/hl52qs00000a11gt.html 

 

 

https://www.white-arrow.net/
https://www3.jeed.or.jp/kushiro/poly/biz/hl52qs00000a11gt.html
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